
長期優良住宅の認定申請等の郵送対応フロー

申請者（代理者） 県の窓口

認定申請

受付

審査

不備なし

工事完了報告書 受理

認定通知書受理 認定通知書発行

・申請図書一式
・確認表
・返信用封筒ほか

郵送(信書)

（窓口受取）

受理 受付印押印

(工事完了時)

※副本へ受付印を希望する場合
・工事完了報告書（正・副）
・返信用の封筒 を送付。

郵送(信書)

郵送(信書)

郵送(信書)

（窓口申請）

（窓口申請）

（窓口受取）

受理通知
（FAX）

着工可能

不備あり
(受付保留)

追加資料

※申請書類に不備等がある場合、受け付けができません。
※審査において訂正等が必要になった場合は、別途連絡します。

・認定申請の受付日は、電子申請での手数料の納付を確認し、
申請書が窓口に到着した日以降になります。

・時間の余裕をもった申請書類の郵送をお願いします。

手数料納付 手数料納付確認
電子申請

到着
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